
70
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

昨
年
度
に
引
き
続
き
今
年
度
も
実
施
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
の
内
容

　

①
受
付
開
始
日　

４
月
２
日（
月
）か
ら
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。

　

②
利
用
可
能
対
象
者　

70
歳
以
上
で
御
代
田
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

　

③
利
用
可
能
枚
数　

１
人
に
つ
き
30
枚（
平
成
24
年
４
月
２
日
〜
平
成
25
年
３
月
31
日
）

　

④
購
入
方
法　

●
企
画
財
政
課
窓
口
で
申
請
書
を
記
入【
※
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
】

　
　
　
　
　
　
　

●
助
成
券
１
枚
あ
た
り
６
０
０
円
を
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
枚
単
位
３
、６
０
０
円
か
ら
の
購
入
に
な
り
ま
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

　

⑤
利
用
方
法　

●
タ
ク
シ
ー
券
を
切
り
離
さ
ず
に
運
転
手
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

●
１
回
１
、５
０
０
円
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
つ
り
は
も
ら
え
ま
せ
ん
）

　
　
　
　
　
　
　

● 

１
、５
０
０
円
を
超
え
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
ご
自
分
で

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

【
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

● 

平
成
23
年
度
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
の
有
効
期
限
は
平
成
24
年
３
月
31
日（
土
）ま

で
で
す
。

　

※ 

期
限
ま
で
に
利
用
で
き
な
か
っ
た
タ
ク
シ
ー
券
は
翌
年
度
に
繰
り
越
し
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
企
画
財
政
課
に
て
代
金
の
払
戻
請
求
を
お
願
い
し
ま
す
。
請
求
の
方
法
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

• 

払
戻
受
付
期
間　

４
月
２
日（
月
）
〜
４
月
27
日（
金
）

　

• 

必
要
書
類　

①
使
用
し
な
か
っ
た
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券

　
　
　
　
　
　
　

②
本
人
の
口
座
番
号（
返
金
は
口
座
振
込
の
み
と
な
り
ま
す
）

　
　
　
　
　
　
　

③
印
鑑

　
　
　
　
　
　
　

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
財
政
課
企
画
係（
内
線
52
・
53
・
54
）

問
い
合
わ
せ
先　

保
健
福
祉
課
福
祉
係（
32
）６
５
２
２

「
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
利
用
助
成
事
業
」に
つ
い
て

平
成
24
年
度

タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業

対
象
者 

 

御
代
田
町
に
住
所
が
あ
り
、
70
歳
未
満
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
で
す
。

　
　
　
　

 

• 

身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
程
度
が
１
〜
３
級
に
該
当
す
る
方
、

療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が
Ａ
に
該
当
す
る
方

 

• 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害
程
度
が
１
級
に
該
当
す
る
方

受
付
開
始
日

 

• 

４
月
２
日（
月
）か
ら
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。

利
用
目
的 

• 

タ
ク
シ
ー
の
利
用
は
、
通
院
、
買
い
物
、
公
共
施
設
、
金
融
機

関
の
利
用
な
ど
日
常
生
活
で
必
要
な
場
合
で
す
。（
遊
興
目
的

で
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
）

購
入
方
法 

• 

所
定
の
申
請
書
に
記
入
し
て
、
保
健
福
祉
課
福
祉
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

 

• 

申
請
内
容
と
助
成
券
購
入
料
金
の
納
入
を
確
認
の
後
、
助
成
券

を
交
付
し
ま
す
。

購
入
で
き
る
枚
数

 

• 

年
間
30
枚
ま
で
購
入
で
き
ま
す
。（
１
枚
６
０
０
円
）

 
 　

た
だ
し
、
70
歳
に
達
す
る
月
の
前
月
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。（
70

歳
に
達
す
る
月
か
ら
は
、
上
記
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
）

申
請
方
法 

• 

申
請
書
は
福
祉
係
の
窓
口
で
の
交
付
、
ま
た
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
福
祉
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

※ 

平
成
23
年
度
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
の
有
効
期
限
は
、

平
成
24
年
３
月
31
日（
土
）ま
で
で
す
。
期
限
ま
で
に
利
用
さ
れ

な
か
っ
た
助
成
券
は
、
平
成
24
年
４
月
中
に
保
健
福
祉
課
福
祉

係
で
払
い
戻
し
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり44月号 月号 （（66））　　



町内に本社を有する業者または個人事業主
※詳しくは事前にご相談ください。

工事を行うことができる業者

①御代田町に住民登録している方
②対象となる住宅の所有者
③町税・使用料などの滞納がない方（同一世帯全員）
④平成25年3月8日までに工事完了できること
⑤住宅リフォーム補助金を利用していないこと

申請できる方

① 対象工事費の下限を30万円から20万円に引き下げま
した。

② 御代田町木造住宅耐震補強補助事業補助金と併用し
て利用できるようになりました。

昨年度からの変更内容

①自己または家族の居住に供する住宅
②建築基準法に適合する住宅
③店舗等併用住宅の場合は住宅部分のみ
④ ほかの補助事業を受けていないこと（御代田町木造
住宅耐震補強補助事業補助金は除く）

対象となる住宅

建設課都市計画係にある「申請書」に必要事項を記入の
上、必要書類（見積書・写真など）を添付し提出くださ
い。施工業者による代理申請の場合は、委任状が必要
です。
町ホームページからも申請書などが取得できます。

申請方法

対象工事費20万円以上（消費税を除く）
①Co2排出量削減を目的とした工事
②高齢者などの生活支障排除を目的とした工事
③住宅の長寿命化を目的とした工事
※ 申請前に着手してしまった工事は補助対象外となり
ます。

※ 対象工事の詳細および補助対象外の工事については、
町ホームページをご覧ください。

対象となる工事

問い合わせ先　建設課都市計画係（内線38・39）

「住宅リフォーム補助金」申請受付開始！
◆平成24年度◆

　昨年度実施しました住宅リフォーム補助金につきまして、大変ご好評をいただきました。
　今年度も住宅リフォーム補助金を実施いたします。ご自宅のリフォームなどを予定し
ている方は、ぜひこの機会に申請をしてください。
　なお、事前相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。

対象工事費の20％　最高限度額20万円

補 助 額

平成24年4月1日（受付開始）から
平成25年3月8日（工事完成）まで

申請期間

長野県北部の地震（栄村）の被害状況

今年度は住宅リフォーム補助金と御代田町木造
住宅耐震補強補助事業補助金を併用して利用で
きるようになりました。これによりリフォーム
に併せて耐震補強を行うと最大80万円の補助金
が交付されることになります。耐震補強を実施
する場合には事前に耐震診断が必要になります
ので、詳しくはお問い合わせください。

○耐震補強工事までの流れ
１.簡易耐震診断の実施（診断費用無料）
２.精密診断の実施（診断費用無料）
　 ※ 1の診断結果により精密診断が必要とされ

る場合で、耐震補強工事を希望する場合
３.耐震補強工事
　 （対象工事費の50％、最高限度額60万円）

（（77）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり44月号月号


